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2024年問題へ

～わが社の取組～

代表取締役社長：谷　 昇 生  氏

谷正運輸株式会社
従業員数：33 名（内女性ドライバー：4名）

車両台数：28台

主な輸送品：�家電、包装材料、雑貨

輸送地域：�大阪府内の家電量販店のセンター間輸送
や町の電気屋への配送が多い

経営方針
お客様からお客様へ、安全かつ確実にお荷物をお
届けする事により、その荷物に携わるすべての方々
の喜びを噛み締め豊かな生活・社会になるよう物流
を通じて貢献する。

連載企画　No.4

谷正運輸株式会社
（東北支部）

●�谷正運輸株式会社さんの強みを教えてください。
弊社の強みとしては、地場メインで運送しており、専

属便が多い点です。専属便が多いので、お客様から親し

みを持って接していただいており、様々な要望にもフレ

キシブルに対応出来ます。

また、弊社ではドライバー全員が名刺を持っている

等、ドライバー一人ひとりがセールスドライバーとして

の意識をもって仕事をしています。お客様のところへ訪

問した際、営業の最初の窓口としてお客様の要望にいち

早く対応できる体制を取っています。今はドライバー自

身、ただ運転するだけでなく様々な要望に応えなければ

ならない時代ですし、ルールやマナーも守らなければお

客様に選んでもらえないので、社員教育はしっかりと行

っています。

●�安全への取組についてどのような取組をされて
いますか？
日々の教育は勿論のこと、安全講習会を定期的に実施

しています。1月と7月には会社を挙げての安全講習会

を実施しており、安全目標を確立しドライバーの安全に

対する意識の向上を図っています。

●�人材確保についてどのような取組をされていますか？
最近は給与も上昇傾向にあるので昔から在籍するベテ

ランドライバーの離職率は低いのですが、若いドライバ

ーの離職率は中々低くならないのが現状です。若い人材

を育てるためにも積極的な採用活動を行っています。

新規採用についてはインターネットのドライバー専門

の求人サイトを利用しております。求人サイトの普及に

より他の会社に転職しやすくなった影響もあり、最近で

は新規採用で入社する方が多くなった分、すぐに退職さ

れてしまう方も多くなり苦戦しております。

先日求職者の方と面接した際、好印象な方だったの

で、いつから来ることが出来ますか？と聞いたところ、

別の会社も受けているのでもう少し待ってほしいと正直

に言われてしまいました(笑)。やはり最近は並行して複

数の会社を選考している求職者の方が多いですね。

募集状況についてもコロナ禍が明けてから苦戦するこ

とも増えてきたので、今後はSNSを活用した求人活動も

始めようかと考えております。
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2024年問題について

●�規制適用により、谷正運輸株式会社さんに具体
的にどのような影響がありますか？�
年960時間の時間外労働の規制については荷主様や元

請様とお話をしたところ、少し先の話という感覚がある

のか、まだそこまでひっ迫して対応をしている感じはな

いですね。弊社としても3月や7月・8月あたりの繁忙期

とそれ以外の閑散期では業務量の差が大きいので、年間

を通じて平準化をすることは可能かと思いますが、2025

年の3月時点でどれほどの影響があるのか、正直に言って

まだわからない部分もございます。

●�谷正運輸株式会社さんが行っている対策を教え
てください。
弊社で行っている2024年問題への対策の1つ目が労

務管理ソフトの活用です。弊社の労務管理は全てコンピ

ューターの管理ソフトを使用しており、月の時間外労働

時間が40時間までは色付けなし、40時間から60時間が

黄色、60時間超は赤色と表示されるようになっており、

一目でドライバーの労務状況が分かるようになっており

ます。月の時間外労働時間が40時間以上で黄色が表示さ

れたドライバーには、配置転換をさせる等、配車係が中

心となって労働時間の削減に向け指示を出しています。

2つ目がオールラウンドプレイヤーの育成です。近頃

ではお客様の中でも月曜日から金曜日のみ稼働し、時間

外労働がほぼない配送先もございます。そこの専属便と

して配送しているドライバーに、忙しいドライバーの代

わりとして月に何回か土曜日に働いてもらい一人当たり

の業務量の平準化を図っています。弊社では週休2日制

を採用しているので、月曜日から金曜日まで働いたうえ

で、土曜日も出勤すると1週間あたりの拘束時間がかな

り長くなってしまいます。そのため長時間労働になりが

ちなドライバーには土曜日を休ませ、時間外労働を減ら

すようにしています。2024年問題を乗り超えるために

は、どのドライバーでも同じように働くことが出来るオ

ールラウンドプレイヤーの育成は必須だと考えています。

ドライバーは決められた時間に決められたモノを決め

られた場所に届ける等、決

まったルーティンの仕事を

行うことが体への負担が少

なく、ストレスも少ないと

思います。弊社でもドライバーの負担を減らすために、

そのようにしていく方向ではあるのですが、この厳しい

時代を生き抜くためには、一つの仕事のみを専業させる

ことは難しいのが現状です。全てのドライバーが全ての

仕事をこなすのは難しいかもしれませんが、一つの仕事

を抱えておきながら、プラスアルファで同僚の仕事も手

伝えるような人材が必要だと思います。また、2024年

問題解決のため、オールラウンドプレイヤーの育成を行っ

た結果、一人当たりの仕事量が増えてくるドライバーもい

ます。気持ちよく仕事をしてもらうためにも、ドライバー

と話し合いを行い納得してもらう必要があると思います。

お客様が待ち望んでいる荷物を届けるためにも、ドライバ

ー一人ひとりの力が必要だという話をしてプロのドライバ

ーとしての自覚を持った人材の育成も行っています。

2024年問題に関する弊社における対策の三つ目がお

客様との時間調整等の交渉です。今までは昼に運行が終

わった後、しばらく休憩してから夜に積み込み作業等を

する等、拘束時間の長期化につながるような時間のロス

がございましたが、お客様のご協力のもと、出発する直

前に積み込み作業を行う等、無駄な時間の削減に努めて

います。

●�谷正運輸株式会社さんが荷主企業に求めること
は何ですか？�
現在運送会社は大阪だけで4,000社以上あり、仕事の

取り合いをしている状況です。そのため、お客様には運

賃の安さだけで判断するのではなく、それぞれの運送会

社の独自の取組みや姿勢で選んでいただきたいですね。

弊社でも長年Gマークを保有したり、東京都貨物輸送評価

制度の認証をいただく等、環境に対する取組について高

い評価をいただいております。さらに弊社はドライバー

の質も高く、無事故無違反のドライバーや、セールスド

ライバーとしてお客様にとってより良い提案のできるドラ

イバーも沢山います。そのような点を踏まえてお客様に

は区別していただきたいです。もちろんGマークや東京都

貨物輸送評価制度だけでなく、働きやすい職場認証制度

やISO等を取得している運送会社もございます。また、ド

ライバーの質も運送会社ごとに大きく異なります。安全

で健全な運送業界がさらに発展するためには、質の良い

ドライバーによりたくさんの仕事が集まるべきだと思い

ますので、荷主様には多角的に評価して判断してほしい

と思います。
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そしてお客様には、私ども運送業界の現状について理

解していただきたいです。最近ではお客様の運送会社に

対するハードルが昔に比べ、かなり上がっていると思い

ます。遅刻遅延はしない、商品は勿論のこと箱も綺麗、

ドライバーの愛想も良いということは当たり前になって

います。そのうえで私ども運送会社は差別化を図るため

により良いサービスを提供し続けています。しかしなが

ら、運賃については中々上昇せず、むしろ運送会社同士

の過当競争が起きているので大変厳しい状況です。

●�谷正運輸株式会社さんが今後行っていくことを
教えてください。�
若年層の採用に力を入れていきたいです。コロナ禍だ

ったということもあり、現在従業員数は減少傾向にあり

ますが、荷動きも活発になってきているので従業員数を

増やしていきたいと考えております。昔は弊社も50人

以上従業員が在籍していたので、その時の人数を目標に

しています。新規採用を増やすためにもSNSを活用する

等、多岐にわたった求人活動を行っていきたいと考えて

います。

また弊社では、最新のトラックを積極導入したいと思

っています。最新のトラックにはたくさんの安全装置等

が付いていますし、ドライバー自身も新型のトラックに

乗ることで安全に対する意識も高まると思いますので、

積極的に導入していきたいと考えています。

●�トラック運送業界全体として取り組むべきこと
があれば教えてください。
業界全体で取り組むべきことはまず、標準的な運賃を

収受するためにみんなで声を上げて荷主企業と交渉する

ことだと思います。トラック協会さんが運賃交渉セミナ

ー等も開催してくれていますし、積極的に参加して情報

を共有して業界全体で底上げができるようにしていきた

いですね。

また、運送業は今でも危険な職業だと思われているの

で、求職者から嫌厭されているところがあると思います。

車両の進化により運送業は昔に比べ安全になってきてい

るので、求職者の方に安全な業界であることを業界全体

でアピールする必要があると思います。そのためにもそ

れぞれの運送会社がドライバー教育をしっかりと行い、

あおり運転や危険運転、いらち運転を撲滅できるように

取り組まなくてはならないと思います。

全ての運送会社の質が上がれば、運賃も自然と上がる

と思うので、横のつながりも大切にしながら業界全体の

底上げが出来ればいいですね。

お客様からお客様へ、安全かつ確実にお荷物を

お届けする事により、その荷物に携わるすべて

の方々の喜びを噛み締め豊かな生活・社会にな

るよう物流を通じて貢献する。

谷正運輸株式会社

代表取締役社長　 谷　昇生 氏
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ドライバー歴を教えてください。

ドライバー歴は7年です。

谷正運輸株式会社さんに入社されたきっかけを教えてく

ださい。

前職では小型トラックで飲料水の配送を行っていたので

すが、もっと大きなトラックに乗りたいと思い、こちら

に転職しました。

普段どのようなトラックでどのような物を運ばれていますか？

家電や雑貨等、何でも運んでいます。ヘルプで走ること

も多いので2ｔ車や4ｔ車等、様々なトラックに乗るこ

とがあります。

主にどういった場所に配送されていますか？

家電の場合は大阪府内への配送がメインですが、スポット

で走る場合には岡山や名古屋等の中距離輸送が多いです。

普段運転されていて気を付けていることはありますか？

大きい車に乗っているので車間距離には気を付けています。

仕事中の楽しみはありますか？

様々なところに行けるのでご当地での食事が楽しみです。

やりがいや嬉しかったことを教えてください。

卸し終わった後荷台がきれいになっているとやりがいを

感じます。

苦労されていることを教えてください。

家電の配送を行うので、冷蔵庫等の重いものを運ぶとき

には苦労します。

谷正運輸株式会社さんに入社して良かったところを教え

てください。

従業員同士の仲が良く、積み込み等の際は会社の仲間が

集まって手伝っていただける点です。

今後の目標を教えてください。

今後も無事故無違反を継続していきたいです。

日常業務の内容（ある日の１日）
名古屋方面への配送

出社	 5：00
点検、乗務前点呼	 5：10
名古屋に向け出発	 5：20
名古屋にて積卸	 8：30
岐阜にて積卸	 9：10
大阪に向け出発	 9：30
途中ＳＡ等にて休憩	 12：00
帰社	 13：00
乗務後点呼	 13：10
翌日の準備を行い退社	 13：30

趣味、特技は何ですか？
釣りが趣味です。
学生時代、何か部活などはされていましたか？
野球部でした。今でも友人とソフトボールを
することもあります。
ストレス解消方法は何ですか？
とにかく寝ることです(笑)。
休日の過ごし方を教えてください。
釣りに出かけることが多いです。

プライベートについて

辺土名さんのお仕事ぶりについて教
えてください
辺土名くんは入社してから今まで、
商品事故を含めて一度も事故をした
ことがないですし、仕事もきっちり
してくれます。大事な仕事も辺土名
くんになら任せられますし、弊社の
エース的な存在です。得意先のお客
様からも指名されることも多いです。

今後の辺土名さんに期待することは？
教え方も丁寧ですし、仕事の質も良いのでリーダーとし
て現場を引っ張ってほしいです。そしてゆくゆくは出世
して会社全体を引っ張ってほしいですね。

上司の方へのインタビュー

ドライバーさんに聞きました！！
　谷正運輸株式会社 

辺
へん

土
と

名
な

 祐
ゆう

希
き

 さん

現場の声
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当協会主催の ｢第55回全国トラックドライバー・

コンテスト 大阪府大会｣ が7月22日、門真市の門

真運転免許試験場にて開催され、会員事業者から

38名のトラックドライバーが参加した。

本大会は法規の順守と運転技能および整備点検

技術の向上を図り、交通事故の防止と環境負荷の

低減に努めるとともに、プロドライバーとしての

誇りと社会的責務を自覚させることを目的に開催

している。

この日参加したドライバーは11トン車部門15

名、4トン車部門16名、トレーラ部門5名、女性部

門2名の計38名。

開会にあたり、主催者を代表して当協会 伊藤徳男 

 全国トラックドライバー・コンテスト
大阪府大会

第55回

扇町運送㈱、㈱樋口物流サービス、エービーカーゴ西日本㈱、センコー㈱、日本通運㈱、
大阪センコー運輸㈱、南大阪センコー運輸整備㈱、西濃運輸㈱、杉村運輸㈱、
濃飛倉庫運輸㈱、鴻池運輸㈱、㈱エスラインギフ、NX キャッシュ・ロジスティクス㈱、
一宮運輸㈱、ヤマト運輸㈱大阪主管支店、ロジスティード西日本㈱、㈱オフィス三進、
九州西濃運輸㈱、日本郵便輸送㈱、日通関西物流㈱

参加事業者（順不同）

学 科 競 技

実 科 競 技 （ 運 転 操 作 ）

実 科 競 技 （ 日 常 点 検 ）

専務理事が挨拶を行った後、｢交通法規｣ ｢構造機

能｣ ｢運転常識｣ の分野から出題される学科競技が

午前10時から行われた。

午後からは参加選手が4トン車部門、11トン車

部門、トレーラ部門、女性部門に分かれ、安全運

転の基本操作を試験官によって厳重に採点される

｢運転操作｣ や、制限時間内に車両の各点検項目に

ついて正しく理解し的確に実施しているかを判断

する ｢日常点検｣ の実科競技が行われた。（トレー

ラ部門は「日常点検」のみ）

なお、本大会で出題された学科競技の問題と解

答は次頁以降に掲載しております。
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学科競技問題と解答

交通法規（40 問）

次の各々について、適切なものには○を、適切でないものには×を記入しなさい。
１．本籍に変更があった場合は、すみやかに住所地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
２．この道路標識は、前方の道路が「工事中」であることを示している。
３．白いひし形の道路標示がある場合、その標示の先に横断歩道または自転車横断帯があることを

示している。
４．道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する障害の

防止に資することを目的としている。
５．路側帯の幅が０．７５メートル以下の場所で駐停車を行う場合、他の交通の妨害にならないようにするため、路側帯

に進入し駐停車しなければならない。
６．車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火を付けなけ

ればならないが、灯火を付けなければならない時間帯は、季節や地方によって違いがある。
７．車の右側の道路上に３. ５メートル以上の余地がなければ、駐車できないが、運転者がその車両を離れたが直ちに運

転に従事することができるときは、駐車してもよい。
８．路線バス等が後方から接近してきた場合に、バス優先レーンから抜け出ることができなくなるときは、そのバス優

先レーンを通行してはならない。
９．「制動距離」とは、「空走距離」と「停止距離」をあわせたものをいう。
10．令和４年中、全国の交通事故発生後２４時間以内に死亡した死者数は２，６１０人で、一昨年より若干の増加に転じた。
11．特定小型原動機付自転車は、最高速度２０km/h 以下、定格出力０．５kW 以下、長さ１９０cm 以下、幅６０cm 以

下のものである。
12．特定小型原動機付自転車は、交差点を右折する際、必ず二段階右折しなければならない。
13．自転車乗用中に乗車用ヘルメットの着用が努力義務となったが、特定小型原動機付自転車では、努力義務とはなっ

ていない。
14．安全運転管理者制度において、車両の使用者と安全運転管理者が別の場合、安全運転管理者は、安全運転管理業務

に必要な機材を整備しなければならない。
15．道路の幅が３．５メートル以上あれば、駐車禁止場所でなければ駐車してもよい。
16．交通事故の際、相手に過失があって自分に責任がないことが明らかで、相手が「すみません。」と言って立ち去った

ので、警察官に届け出なくてもよい。
17．ブレーキに負荷がかかることにより、液体が過熱され生じた気泡により、ブレーキが効きにくくなる現象を、「ベー

パーロック現象」という。
18．見通しのよい交差点で、交差する道路を走行している車が停車しているように見える現象を、「コリジョンコース現

象」という。
19．自転車で「自転車歩道通行可」の標識がある歩道を通行する際は、歩道の車道寄りを通行するとともに、歩行者の

通行を妨げるおそれがあるときは徐行しなければならない。
20．交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合、交差する道路の幅員が明らかに広い場合には、徐行しなけ

ればならない。 
21．対向車線を走行する二輪車は、距離は実際より遠く、速度は実際よりも遅く感じやすい。
22．環状交差点から出るときは、合図を行う必要はない。
23．環状交差点に進入する際は、あらかじめ道路の中央に寄り、速度を落とさなければならない。

第55回 全国トラックドライバー・コンテスト 大阪府大会
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24．横断歩道、自転車横断帯とその手前から２０メートル以内の場所では、追越しが禁止されている。
25．この標識は、前方の道路が二方向交通（対面通行）になることを示している。
26．歩道や路側帯を横切るとき、人や自転車がいないことが明らかな場合でも、その直前で一時停

止しなければならない。
27．前方の信号が赤色の点滅を標示しているときは、車は徐行して進行しなければならない。
28．故障車をロープでけん引する場合は、その間を５メートル以内にし、ロープに０．３メートル平方以上の白い布を付

けなければならない。
29．信号機のない横断歩道の手前で止まっている車の側方を通過するときは、徐行しなければならない。
30．傷病者の救護のためやむを得ないときは、道路の右側に余地がなくても駐車することができる。
31．交通整理が行われていない道幅が同じくらいの交差点では、左方から来る車があるときはその車の進行を妨げては

ならない。
32．前車に続いて踏切を通過する場合、後続車の妨げにならないように一時停止や安全確認を行わずに一気に通過しな

ければならない。
33．この標識のある場所は、道幅が２．２メートルであることを示している。
34．交差点や交差点付近以外の場所で緊急自動車が近づいてきたときは、左側に寄って進路をゆず

らなければならない。（一方通行を除く。）
35．見とおしのよいまがり角を通行するときも、徐行しなければならない。
36．左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄って、かつ、できる限り道路の左側端に沿っ

て速やかに進行しなければならない。
37．走行中の車から煙草の吸殻や紙くずを投げ捨てるのは、違反行為ではないが、マナーに反する恥ずべき行為である。
38．車を後退させるときは、シートベルトの着用は免除される。
39．追越しをする場合に限り、制限速度を超えても違反行為とはならない。
40．大型二輪免許を受けて１年を経過していないが、普通二輪免許を受けて１年を経過している場合は、二人乗りをす

ることができる。（高速道路を除く。）
 

次の各々について、適切なものには○を、適切でないものには×を記入しなさい。
１．道路運送車両法の目的は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の

防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資する
ことにより、公共の福祉を増進することである。

２．自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合する
ように維持しなければならない。

３． 一般貨物自動車運送事業者等は、自動車検査証を営業所に保管し、自動車には自動車検査証の写しを備え付け、かつ、
国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

４．貨物の運送の用に供する小型自動車及び普通自動車の両側面には、堅ろうであり、かつ歩行者、自転車の乗車人員
等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示
で定める基準に適合する巻き込み防止装置を備えなければならない。

５．整備管理者を選任しなければならない大型自動車使用者等は、届出者の住所を変更したときは、その日から１５日
以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。

６．貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車輌総重量が８ｔ以上又は最大積載量が５ｔ以上のものは、速度表
示装置を備えなければならない。

７．自動車には反射光の色が白色である反射器であって、後方に表示するものを備えてはならない。
８．貨物自動車運送事業者の運転者は、事業用自動車の乗務について、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全

な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出なければならない。

構造機能（20 問）
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９．自動車運送事業の用に供する普通自動車（被牽引自動車を除く。）の１２月ごとの定期点検基準の点検項目に、令和
３年１０月１日より、「車載式故障診断装置の診断の結果」が追加となった。

10．警音器の警報音発生装置の音は、運転者が運転者席において、音の大きさ又は音色を容易に変化させてもよい。
11．日常点検におけるＩＳＯ方式のホイール・ナットの緩みの点検にあっては、ホイール・ナットの回転を指示するイ

ンジケータを装着しインジケータ相互の指示のずれやインジケータ連結部の変形を目視により確認する方法もある。
12．何人も、自動車について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であっ

て、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならない。
13．自動車の所有者は、日常点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態または適合しない

状態にあるときは、保安基準に適合させるように整備をしなければならない。
14．自動車は、その構造が、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するもの

でなければ、運行の用に供してはならない。
15．自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ（セミトレーラにあっては、連結装置中心から当

該セミトレーラの後端までの水平距離）１２ｍ（セミトレーラのうち告示で定めるものにあっては、１３ｍ）、幅２．
５ｍ、高さ３．５ｍを超えてはならない。

16．自動車の前面ガラス及び側面ガラスは運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可
視光線の透過率が６５パーセント以上でなければならない。

17．貨物の運送の用に供する小型自動車の両側面に、黄色に点滅するマーカーランプを取り付け、運行した。
18．自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は

使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から１５日以内に国土交通大臣の行う変更登録の申
請をしなければならない。

19．自動車の車体の後面には、最大積載量（タンク自動車にあっては、最大積載量、最大積載容積及び積載物品名）を
表示しなければならない。

20．自動車の前面の両側には、青色の車幅灯を備えなければならない。
 

次の各々について、適切なものには○を、適切でないものには×を記入しなさい。
１．大阪府下における令和４年中の交通事故による死者数（２４時間死者数）は１４１人で、前年と比べ１人増加し、

そのうち二輪車乗車中の死者数が４５人で最多であった。
２．大阪府下における令和５年上半期の交通事故による死者数（２４時間死者数）は、８１人で、その中で一番多いのは、

自転車乗用中であった。
３．この道路標識は、「高さ制限」を表しており、荷台からの高さが３．３ｍを超える車は通行できない。
４．水没等で車内に閉じ込められた際、緊急脱出用ハンマーを使用して窓ガラスを割る場合は、割

れやすいフロントガラスを優先して割るとよい。
５．ハイドロプレーニング現象が起きたときは、両手でハンドルを押さえてエンジンブレーキで静

かに速度の落ちるのを待ち、タイヤとの回転摩擦を回復する。
６．長い下り坂では、主としてフットブレーキを使用し、エンジンブレーキは補助的に使用する。
７．自動車の運転者は酒気を帯びて運転してはならないが、軽車両（自転車等）の場合はそのかぎりでなく、禁止の規

定はない。
８．酒気帯び運転の体内に一定の基準以上のアルコールを保有している場合とは、血液１ミリリットルにつき「0.15 ミ

リグラム以上」のアルコールを体内に保有している場合をいう。
９．貨物自動車で荷物を運搬するとき、荷物の積卸しのため、荷台に１人乗せて運転した。
10．平成２５年に取得した普通免許で運転できる車両総重量は、３，５００ｋｇ未満までである。
11．配送に使用するため、トラックフロントガラスに ipad を貼り付け、地図を表示させながら運転した。 
12．５トン限定の準中型免許の保有者が、車両総重量が５トンを超え、７．５トン未満の車両を運転した場合は、無免許

運転となる。

運転常識（20 問）
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13．タイヤの空気圧が高すぎると、高速走行時にスタンディング・ウェーブ現象が発生しやすくなる。
14．運転者が危険を感じてからブレーキを踏み、ブレーキが実際にきき始めるまでの間に車が走る距離を「空走距離」

といい、運転者が疲れているときなどは長くなるといわれている。
15．路側帯は、原動機付自転車に乗車して自由に通行してもよい。
16．５分以内の荷物の積卸しは駐車には当たらないので、横断歩道上で車を停め、荷卸しをした。
17．早朝の配送中、路上で何かにぶつかったが、配送が優先のため、配送が終わってから何にぶつかったかを確認しに戻った。
18．荷物の積み卸しや休憩時間にエンジンをかけたまま車両を放置しておく等の無駄なアイドリングをやめることは、

燃料の消費抑制や地球温暖化対策として運転者に求められている。
19．夜間、見通しの悪い交差点やカーブなどの手前では、前照灯を上向きにするか点滅させて、ほかの車や歩行者に自

車の交差点への接近を知らせるとよい。
20．タイヤがすり減っていたり、路面が濡れていると空走距離は長くなるが、制動距離は変わらない。

正　答

■交通法規解答
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × × × ○ × × ×
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

× ○ ○ × ○ ○ × × × ○ ○ × ○ × ○
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

○ × × ○ ○ × × ○ × ○ 〔1 問 5 点：200 点満点〕

■構造機能解答
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ×
16 17 18 19 20

× × ○ ○ × 〔1 問 5 点：100 点満点〕

〔1 問 5 点：100 点満点〕

■運転常識解答
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

× ○ × × ○ × × × × × × × × ○ ×
16 17 18 19 20

× × ○ ○ ×
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大阪府高速道路交通安全連絡会
第44回 通常総会

大阪府高速道路交通安全連絡会(中川才助	会長)の第44
回 ｢通常総会｣ が7月3日、大阪市中央区のホテルモン
トレ	ラ・スール大阪にて開催された。総会では中川才
助	会長が開会の挨拶を述べた後、議長を務め、令和4年
度事業報告等について審議し、いずれも原案どおり承認・
決定された。
また、役員の一部変更が行われ、新たに専務理事1名と
理事5名が就任した。

大阪府自動車交通事故防止実行会
令和5年度 定時総会

大阪府自動車交通事故防止実行会（坂本克已	会長）の
令和5年度	定時総会が7月10日、大阪市中央区のホテル
モントレ	ラ・スール大阪にて開催された。総会では坂
本克已	会長が開会の挨拶を述べた後、議長を務め、令
和4年度事業報告等について審議し、いずれも原案どお
り承認・決定された。また、任期満了に伴う役員の改選
について、幹事長として伊藤徳男（大阪府トラック協会	
専務理事）が新たに就任した。

「２０２４年問題」基礎セミナー
大阪府トラック総合会館・研修センターにおいて2
０２４年問題基礎セミナーを開催、3日間合計で会員事
業者等125名が参加した。セミナーでは当協会の職員
より「働き方改革と改正改善基準告示について」等、
２０２４年問題に関する基礎知識について解説が行われ
た。

安全管理者選任時研修【陸災防】
陸上貨物運送事業労働災害防止協会大阪府支部は当協会
との共催により、大阪府トラック総合会館・研修センタ
ーにおいて安全管理者選任時研修を2日間開催、会員事
業者29名が参加した。研修では、陸上貨物運送事業労
働災害防止協会	安全管理士	井内一成	氏より安全管理者
の役割等についての講義が行われた。

3日 10日

4日・5日・6日 12日〜13日
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2023年度 生國魂祭に協力【中央支部】
当協会	中央支部（平井信一	支部長）は地域への社会貢
献事業として、大阪市天王寺区の生國魂神社にて行われ
た生國魂祭に協力した。本行事開催にあたり、中央支部
の会員事業者の車両18台が運搬等の準備に参加し、神
輿や太鼓等の祭り道具を台車にのせ、指定された場所ま
で安全に運んだ。本行事は新型コロナウイルス感染拡大
の影響により4年ぶりの開催となり、大阪府民がわが街
大阪を日本文化の中心地であることを再認識できる１日
となった。

元運行管理者の社労士が解説「運送業の
2024年問題」セミナー【北大阪支部】

当協会	北大阪支部(谷	康司	支部長)は大阪府トラック総合
会館・研修センターにおいて「運送業の2024年問題」セ
ミナーを対面とオンラインで開催、北大阪支部の会員事
業者が参加した。セミナーでは北大阪支部顧問の特定社
会保険労務士	石原清美	氏より「法改正でどう変わる？現
場対応の方法を伝授します」をテーマに2024年問題に関
する講義行われた。なお、北大阪支部では今後、2024年
問題に関する個別相談会を開催する予定としている。

荷役作業時における労働災害防止対策セミナー
【陸災防】

陸上貨物運送事業労働災害防止協会大阪府支部は当協会
との共催により、大阪市中央区の國民會館大阪城ビル
12階・武藤記念ホールにおいて荷役作業時における労
働災害防止対策セミナーを開催、会員事業者57名が参
加した。セミナーでは、はじめに大阪労働局	労働基準
部	安全課	副主任地方産業安全専門官	手柴理章	氏より
挨拶が行われ、その後陸上貨物運送事業労働災害防止協
会	安全・衛生管理士	井内一成	氏より講義が行われた。

第49回 茨木フェスティバルに参加
【河北支部 東三島輸送協議会】

当協会	河北支部	東三島輸送協議会（栗尾尚孝	会長）は、
茨木市の茨木中央公園において開催された第49回茨木フ
ェスティバルに参加した。同協議会は中央公園グラウン
ドにブースを出展、福引で多くの子ども達を楽しませる
とともに、福引の景品コーナー横に当協会の業務を紹介
するパネルを設置して業界ＰＲに努めた。また、当協会
のマスコットキャラクターでもあるトラ坊もステージイ
ベントに参加する等フェスティバルを大いに盛り上げた。

12日

26日

20日

29日〜30日
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トラック運送業界の景況感
（令和５年４月～６月期）

第 26 回

今回の景況感調査では前回の調査結果同様、人手不足の影響等により停滞感が漂う低調な結果となった。

はじめに実働率を見てみると、「大幅に上昇」・「やや上昇」との回答が増え、「大幅に低下」・「やや低下」

との回答が減っており、トラックの稼働が増えていることがわかる。しかしながら実車率を見てみると、

どの項目も大きな変化はなく「横ばい」・「やや低下」との回答が 7 割を超える結果となり、トラックの荷

動きは増えているものの効率よく運べているわけではないように見受けられた。

輸送数量全体を見てみると「変わらない」との回答が減少し、「大幅に増加」・「やや増加」との回答が大

きく増えている。「（製造元の）機械の部品が揃ってきたので、荷主の機械生産量が増加し、輸送量が増え

ている」という声がある等、先ほどの実働率同様荷動きが活発になっていることがわかる。

次にドライバーの過不足を見てみると、前回の調査から大きな変化はなく、ドライバー不足の状況が続

いているようであった。今後も 2024 年問題等の影響により、ドライバー不足について、さらに深刻な状況

になりかねないため対策が急務である。

営業収入を見てみると、前回の調査と大きな変化はないが、営業利益を見てみると、「変わらない」との

回答や「やや減少」との回答は減少し、「やや増加」との回答が大きく増えている。「コロナ禍の沈静化に伴い、

少しずつ景況が上向いている」という声があるように、経済の回復を感じている事業者も多くあった。また、

業界の景況感について見てみると、「変化なし」との回答が大きく減少し、「やや好転」との回答が増えている。

しかしながら「やや悪化」との回答も微増しており、輸送品目によって景況感にばらつきがあるようであ

った。

運賃・料金の水準について見てみると、「横ばい」との回答が大きく減少し、「やや上昇」との回答が増

えており、運賃・料金の水準が上がったと感じる事業者も増えていた。また、荷主との協議について調査

したところ、「協議をした」との回答と「協議をする予定」との回答の合計は 58.0％となっており、多くの

事業者が荷主との協議や運賃交渉を行った結果が今回の調査結果に反映されているようであった。

また、前回の調査に引き続き 2024 年問題について調査したところ、「準備できている」との回答が 29.0％、

「現在準備している」との回答が 66.7％、「準備できていない」との回答が 4.3％であり、多くの事業者が

2024 年問題に対し準備をしている状況であった。2024 年問題は、トラック運送業界のみならず日本社会

全体に深刻な影響をもたらすことが予想されるため、共同配送等の効率化やデジタルトランスフォーメー

ションでの生産性向上等を進める必要がある。

大阪府トラック協会

※ 景況感調査の詳しい調査結果等は当協会HPからご覧いただけます。



好転 変化なし 悪化

増加 変わらない 減少

不足 適当 過剰

業界の景況感

輸送数量全体

ドライバーの過不足
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〇業界の景況感
業界の景況感について、「好転」が 5.9㌽増加しているものの、「悪化」も 5.3㌽と増加している。輸送品目

によって景況感にばらつきがあった。

〇輸送数量
輸送数量について、「変わらない」との回答が 19.3㌽と大幅に減少し、「増加」との回答が 11.5㌽増加している。

新型コロナウイルスの感染分類が5類へ移行したことに伴い、荷動きが活発になったことへの影響が見られた。

○ドライバーの過不足
ドライバーの過不足について今期の状況は、前期と変わらず「不足」との声が 7 割近くあり、多くの事業

者において、ドライバーが不足している状況であった。



14 OSAKA TRUCKING ASSOCIATION

●8月17日～9月15日
名神高速道路　菩提寺PA上り　昼夜連続駐車場一部規制

●8月～12月のうち複数日
中国道　宝塚 IC夜間一部閉鎖

●8月21日～12月下旬
中国道上下線　池田 IC～宝塚 IC　終日車線規制

●8月17日～12月下旬
中国道上下線　宝塚 IC～神戸 JCT　一部区間終日車線規制

●8月22日～23日
新名神高速道路上下線　高槻 IC～茨木千提寺 IC　夜間通行止め

●9月23日～10月 30日
西名阪自動車道下り　松原JCT～柏原 IC　土日夜間車線規制

●9月25日～12月 5日
第二京阪道路第二京阪門真 ICおよび国道 1号バイパス（大阪北道路）上下線で

夜間閉鎖および夜間通行止め

●実施中～8月5日
西名阪自動車道下り　松原JCT～柏原 IC　平日車線規制

●実施中（令和6年秋頃まで）
阪神高速16号大阪港線（天保山方面）阿波座付近終日1車線規制

●実施中（令和7年3月末頃まで）
阪神高速14号松原線（喜連瓜破～三宅JCT）	終日通行止め

●実施中（終了未定）
関西国際空港連絡橋	( りんくう JCT～関西国際空港 IC	上下線）車線規制

その他の道路規制や最新情報は当協会HPの道路規制情報をご覧ください

近畿の交通情報

■ 令和 5 年度　近畿運輸局長表彰　受賞者

西 谷 敬 三 氏 （大阪運輸株式会社 代表取締役常務＝港支部） ※他団体推薦

（事業功労）

「海の日」近畿運輸局長表彰
受賞おめでとうございます

令和5年度

海の日に際し、海事関係功労者の表彰式が7月20日、大阪市港区の海遊館ホールにて執り行われた。

○



NPO法人 ヘルスケアネットワーク（OCHIS）
OCHIS
お知らせ

Aug 2023 15



16 OSAKA TRUCKING ASSOCIATION

このコーナーでは、危険予知訓練（ＫＹＴ）のＫＹＴシートや事業用貨物自動車の事故事例等をご紹
介します。会員事業者各社のドライバー教育や、事故防止教育等にご活用いただきますよう、よろしくお
願い申し上げます。（引用：独立行政法人自動車事故対策機構　https://www.nasva.go.jp/fusegu/kikentruck.html）

各社ドライバー教育にご活用ください
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近 畿 共 済
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近畿共済は、組合員のみなさまと一体となって事故防止に努力しています 

近 畿 共 済 の自 動 車 共 済 ･自 賠 責 共 済 をご利 用 くだ さ い 

ご契約のお問い合わせ・お申し込みは、営業課 ０６－６９６５－２８２４まで 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事故防止コンクール実施中 ８月１日(火)～１２月３１日(日) 

その心がけが、未来を拓く。 
 
当組合の事故発生状況については、昨年に続きじわじ

わと増加傾向にあります。 
夏場は例年、事故が多発する時期です。暑さや睡眠不

足による疲労がたまり、注意力散漫による前方不注意や、

居眠り運転といった、不安全行動が現れやすく、交通事

故が発生します。 
注意したいのは熱中症です。運転中に熱中症で意識を

失うと、正常な運転ができず、重大事故にもつながりか

ねません。適度な水分補給が非常に重要です。こまめに

水を飲み、水分補給を怠らないようにしましょう。適度

な休息を取り、帽子やエアコンなどを活用して体温を下

げることが重要です。 
朝礼や点呼等を利用した健康チェックを強化しましょう。疲れたら「休憩を早めにとる

ように」と一言声をかけていただきますようにお願いします。 
また、夏場はタイヤのパンクやバーストなどのトラブルが起こりやすい時期です。車両

の点検にも注意をお願いします。 
運転には適切な身体的・精神的な健康状態が必要です。十分な睡眠とバランスのとれた

食生活で、暑さを乗り切ってください。 
 
当組合では現在、令和５年度無事故コンクールを実施し、組合員・運転者が無事故に挑

戦する運動を展開しています。 
コンクールの５ヶ月間、無事故を達成された契約組合員（当組合に事故受付がない組合

員）に、記念品を進呈いたします。また、コンクール期間内に対人・対物共済の事故率が

共済平均以下で、その合計上位８地域を表彰いたします。 
 



大 貨 健 保
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大貨健保 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

新型コロナウイルス感染症の取り扱いが２類から５類となりましたが、完全な

終息には、まだまだ時間がかかると思われます。 

皆様への感染予防の観点から今年も大貨健保事務所と大ト協支部事務所ならびに

各受付会場での受付を中止し、郵送による届け出とさせていただきました。 

大変ご不便をおかけしましたが、皆様のご協力により算定基礎届の受け付けが

無事終了いたしました。 

8 月下旬より決定通知書をお届けしますので､ご確認のうえ被保険者の皆様に 

ご周知くださるようお願いします。 

算定基礎届にて届け出いただいた 4月・5月・6月に支払われた報酬の 

平均額を基に、標準報酬月額が決定されました。 

この標準報酬月額は、保険料の計算だけではなく、傷病手当金や高額

療養費などの給付金や、将来の年金受給額の決定など、さまざまな給付の

算出基礎として使われます。 

今回の算定基礎届で決定された新しい標準報酬月額は、原則として

令和 5年 9月から令和 6年 8月までの１年間適用されます。 

新しい「標準報酬月額」により 

保険料と保険給付が算出されます 

大 阪 府 貨 物 運 送 健 康 保 険 組 合  
ホームページ https://www.daika-kenpo.or.jp 

 



大貨特退共のページ
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口数
月額
掛金

加入年数

２口

1,000円

４口

2,000円

６口

3,000円

８口

4,000円

10口

5,000円

20口

10,000円

30口

15,000円

40口

20,000円

60口

30,000円

１年

２

３

４

５

10

20

30

4,100

23,600

35,300

48,000

60,100

121,100

253,200

391,600

8,200

47,200

70,600

96,000

120,200

242,200

506,400

783,200

12,300

70,800

105,900

144,000

180,300

363,300

759,600

1,174,800

16,400

94,400

141,200

192,000

240,400

484,400

1,012,800

1,566,400

20,500

118,000

176,500

240,000

300,500

605,500

1,266,000

1,958,000

41,000

236,000

353,000

480,000

601,000

1,211,000

2,532,000

3,916,000

61,500

354,000

529,500

720,000

901,500

1,816,500

3,798,000

5,874,000

82,000

472,000

706,000

960,000

1,202,000

2,422,000

5,064,000

7,832,000

123,000

708,000

1,059,000

1,440,000

1,803,000

3,633,000

7,596,000

11,748,000

【特定退職金共済制度について】

〒536－0014 大阪市城東区鴫野西２丁目11番２号

        　　電　話　０６－６９６５－２２３０

        　　ＦＡＸ　０６－６９６５－２２３１

　住友生命保険相互会社(64.3％）[事務幹事]
　日本生命保険相互会社(31.2％）
　明治安田生命保険相互会社(4.5％）
委託保険会社に、委託割合に応じた運用を委託しております。

なお、委託保険会社および委託割合は変更されることがあります。

(上記の委託保険会社および委託割合は令和5年3月現在のものです｡)
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軽油購入価格推移表（平均値）

スタンド平均 ローリー平均 カード平均
122.63 113.17 120.64

■単純集計表

元売別 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
E N E Ｏ Ｓ 118.76 113.81 123.31
出光昭和シェル 127.40 112.92 124.00
キ グ ナ ス
コ ス モ 114.70 112.02 123.47
そ の 他 124.54 113.61 115.61

■元売別集計表

月間購入量別 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
3 0キロリットル未満 123.30 113.25 121.93
30～50キロリットル未満 112.87 112.93
50～100キロリットル未満 119.30 113.76
10 0キロリットル以上 112.50

■月間購入量別集計表

支払期限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
30日未満 116.13 111.74 121.97
30～60日未満 123.93 113.31 120.28
60日以上 139.50 115.33

■支払期限別集計表

全ト協調べ
※消費税抜き価格です

大ト協調べ
軽油「元売別」購入価格表（1ℓ当たり）

（2023年６月度）
※消費税抜き価格です

項目

元売別
ス タ ン ド 買 い ロ ー リ ー 買 い

  平均（円）   最低（円）   平均（円）   最低（円）
エ ネ オ ス 126. 8 111. 0 110. 9 109. 2
出 光 124. 4 112. 4 112. 1 108. 8
昭 和 シ ェ ル 121. 0 110. 8 111. 6 109. 0
モ ー ビ ル
エ ッ ソ 112. 8 111. 0
ゼ ネ ラ ル 113. 0 113. 0
キ グ ナ ス
コ ス モ 124. 3 113. 4 112. 1 111. 0
そ の 他 121. 6 110. 2 108. 7 104. 5
全       社 （加重平均値）　124.　3 （最低価格）　110.　2 （加重平均値）　111.　1 （最低価格）　104.　5

スタンド平均 ローリー平均 カード平均
2023年２月 123.85 108.76 119.41
2023年３月 124.09 110.41 121.51
2023年４月 120.78 110.97 120.72
2023年５月 122.00 109.25 112.76
2023年６月 122.63 113.17 120.64

■軽油価格推移表

近畿地区軽油価格調査集計表（2023年６月分）



特 集 記 事
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具体的な施策
① 非効率な商慣行を見直し
 1.  荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減（荷待ち、荷役時間の削減等）に向けた規制的措置等
の導入

 2. 納品期限（3分の 1ルール、短いリードタイム）、物流コスト込み取引価格等の見直し
 3. 物流産業における多重下請構造の是正に向けた規制的措置等の導入
 4. 荷主・元請の監視の強化、結果の公表、継続的なフォロー及びそのための体制強化（トラックGメン）
 5. 物流の担い手の賃金水準向上等に向けた適正運賃収受・価格転嫁円滑化等の取組み 
 6. トラックの「標準的な運賃」制度の拡充・徹底荷待ち、荷役時間の削減等に向けた法制化

② 新技術を活用した物流の効率化
 1. 即効性のある設備投資の促進（バース予約システム、フォークリフト導入、自動化・機械化等）
 2.  鉄道・内航海運の輸送力増強等によるモーダルシフト、車両・船舶・ 物流施設・港湾等の脱炭素化等、

「物流GX」の推進
 3.  自動運転、ドローン物流、自動配送ロボット、港湾 AI ターミナル、サイバーポート、フィジカルイ

ンターネット等、「物流DX」の推進
 4.「物流標準化」の推進（パレットやコンテナの規格統一化等）
 5.  道路・港湾等の物流拠点（中継輸送含む）に係る機能強化・土地利用最適化や物流ネットワークの

形成支援
 6. 高速道路のトラック速度規制（80km/h）の引上げ
 7. 労働生産性向上に向けた利用しやすい高速道路料金の実現
 8. 特殊車両通行制度に関する見直し・利便性向上

「物流革新に向けた政策パッケージ」について

6 月 2 日、我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議において、「物流革新に
向けた政策パッケージ」が取りまとめられました。今回の特集ではこの政策
パッケージについて解説します。

「物流革新に向けた政策パッケージ」の目的
2024 年問題等により将来的には 34％の輸送力が不足されると懸念されています。本政策パッケージ

は、この物流課題を荷主・運送事業者・一般消費者が協力し、物流の環境整備を行い解決するための対
策としてまとめられました。

さらに上記パッケージに関連して、経産省、農水省、国交省の連名で、荷主・物流事業者が早急に取
り組むべき事項をまとめた「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関す
るガイドライン」が公表されました。（後ほど解説します！）

では、物流課題解決に向け、物流革新に向けた政策パッケージではどのような施策を行うのでしょうか？
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 9. ダブル連結トラックの導入促進
10. 貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し
11. 地域物流等における共同輸配送の促進
12. 軽トラック事業の適正運営や輸送の安全確保に向けた荷主・元請事業者等を通じた取組強化 (※ )
13. 女性や若者等の多様な人材の活用・育成

③ 荷主・消費者の行動変容
 1. 荷主の経営者層の意識改革・行動変容を促す規制的措置等の導入
 2. 荷主・物流事業者の物流改善を評価・公表する仕組みの創設
 3. 消費者の意識改革・行動変容を促す取組み
 4. 再配達削減に向けた取組み（再配達率「半減」に向けた対策含む）
 5. 物流に係る広報の推進

ポイント　　
荷待ち、荷役時間の削減および多重下請構造の是正に向け規制的措置等の導入
※「規則的措置の導入」とは「法制化」を目指すことのことです。
　  法制化により遵守していない場合は罰則もありえます。

ポイント　　
トラックGメンの設置による荷主・元請事業者への監視体制の調査が始まります。
2024 年問題に対応するため荷主対策の実効性を確保することを目的にトラック G メンは、7 月 21 日、
162 名体制で本省および地方運輸局に設置（近畿運輸局では 17 名）しました。
①  トラック事業者へのプッシュ型の情報収集を開始し情報収

集力を強化
国交省の目安箱や適正化からの情報を基に情報収集を行い、
同じ荷主の情報が複数入った時に当該荷主へ働きかける

②  トラック法に基づく「働きかけ」「要請」「勧告 ･ 公表」制
度の執行力を強化

ポイント　　
荷主の経営者層の意識改革・行動変容を促す規制的措置等の導入（法制化）
荷主の物流管理統括者として経営者層 ( 役員クラス ) を配置しなければならず、荷主企業は現場ではなく
会社の課題として対応しなければなりません。

ポイント　　
「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」について運
送事業者は何から取り組めばいい？
荷主は荷待ち時間や荷役作業等にかかる時間を把握した上で、合計 2時間以内とするよう定めました。さ
らに既に 2 時間以内となっている場合は、目標時間を 1 時間以内と設定し時間短縮に努めるよう明記され
ています。
荷主側も荷待ち荷役作業の時間を減らさなくてはならないため、運送事業者としては荷待ち時間や荷役作
業等にかかる時間を把握し、現場を見直しデータ化し「見える化」を行い、そのデータをベースに、荷主
に対し提案、交渉をしていきましょう。

1

2

3

4

近畿運輸局内の「トラック G メン」に対する
辞令交付式



新米トラガール　ひかりちゃん新米トラガール　ひかりちゃん
作 /たぁちゃん

たなやんさんめっちゃ嬉しかったんですね笑
まぁ頑張って働いてくれるならそれでオッケー？ですかね（笑）
さて、今回はこの熱中症対策のお話しですが、企業は雇用して

いる労働者に対し様々な義務を持っています。そして、今回の４
コママンガのような事情についても企業としての責任、つまり、
「安全配慮義務」（労働契約法第5条）が求められるということを
忘れないでください。
ここで、私が顧問先企業にいつもお伝えしている「雇用契約」

という「契約」における「義務」と「権利」についてお話しします。
雇用契約を締結するということは単に仕事をしてもらうという

ことのみを指すわけではございません。労働者にも使用者である
経営者にも雇用契約上の「権利」と「義務」があるということを
労使共に理解しておいてください。
労働者としての「義務」は「労働力を提供すること」、使用者

としての「義務」は「賃金を支払うこと」であり、この点は皆さ
ん理解していただいているのですが、これは雇用契約上の「主た
る義務」であり、「従たる義務」も存在します。
労働者としての従たる義務は「誠実義務」（民法第1条第2項）、

使用者としての従たる義務は「安全配慮義務」が成立しています。
今回猛暑の中、熱中症対策を企業として講じず、たなやんさん

の身に危険が降り注ぎ、損害を与えてしまった場合、企業として、
「安全配慮義務違反」を問われることにもなりますので、経営者
の皆さん、運賃が中々上がらず、経費をこれ以上使うことに抵抗
があっても、きちんと熱中症対策しましょうね。
なお、この安全配慮義務には職場環境を適正に保つ義務も包含

しているため、各種ハラスメントや企業内秩序違反には経営者と
して目を光らせておきましょう！

X-Y-Z パートナークリエイト．特定社労士 戸川一秋

ぜひ、チェック＆フォロー
お願いします♬

Instagram

YouTube

Twitter

大阪府トラック協会 SNS更新中 !!

TikTok

24 OSAKA TRUCKING ASSOCIATION

連　載 ４コマ漫画
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区　分

年　月

一　　般　　講　　習 基 礎 講 習 特 別 講 習

開催回数
受講者数と区分

開催回数 受講者数 開催回数 受講者数
運行管理者 補助者等 計

令和５年６月 3 138 24 162 2 209 1 14

令和5年度累計 8 481 115 596 2 209 1 14

（令和５年６月末現在）◎運行管理者等指導講習業務

区　分

年　月

受　　　　診　　　　者　　　　数
任　　　意 義　　　　　　務

合　　計
一 般 特 別 初 任 適 齢 特定Ⅰ 特定Ⅱ

令和５年６月 1,079 0 410 76 6 0 1,571

令和5年度累計 2,568 0 1,138 181 27 0 3,914

（令和５年６月末現在）◎適性診断業務
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○ＪＲ大阪環状線・・・・・・
　　「京橋」南出口徒歩約１０分・
　　「大阪城公園」徒歩約１０分

○ＪＲ東西線・・・・・・・・・・
　　「京橋」南出口徒歩約１０分・
　　「鴫野」徒歩約１５分

○ＪＲおおさか東線・・・・・・・「鴫野」徒歩約１５分

○京阪本線・・・・・・「京橋」徒歩約１５分

○大阪メトロ長堀鶴見緑地線・・・
　　「大阪ビジネスパーク」徒歩約１０分・
　　「京橋」徒歩約２０分

○大阪メトロ今里筋線・・・・・「鴫野」徒歩約１５分

増･減車区分
事　　　前　　　届　　　出

件　　　　数 台　　　　数
４月 ５月 ６月 ４月 ５月 ６月

特別積合せ
増　　車 0 0 0 0 0 0
減　　車 0 0 0 0 0 0

一　　　般
増　　車 （0）525 （3）457 （4）536 （0）855 （11）754 （17）912
減　　車 483 501 544 824 791 881

特　　　定
増　　車 1 0 0 1 0 0
減　　車 0 0 0 0 0 0

合　　　計
増　　車 （0）526 （3）457 （4）536 （0）856 （11）754 （17）912
減　　車 483 501 544 824 791 881

（最近３カ月）
府下営業用トラック増・減車状況

※ (  　) 新規許可内数（大阪運輸支局調べ）　　　　　　　　※（　　）新規許可　タクデリ：0件（0台）

お悔やみ申し上げます

佐野辰運送㈲（泉佐野市湊４ノ１ノ18＝泉州支
部）社長 桶谷久人殿、７月21日死去、69歳。葬儀
は家族葬にて執り行われた。

エナジーエクスプレス㈱（羽曳野市はびきの５ノ22
ノ５＝東大阪市部）社長 ご令室  辻千秋殿、７月９日
死去、53歳。葬儀は７月11日午後２時半から松原市
立部５ノ９ノ22の松原仏光殿にて執り行われた。

一宏運輸㈱（羽曳野市伊賀４ノ12ノ４＝中央支
部）社長 丈母 竹村節子殿、７月10日死去、84歳。
葬儀は７月13日午前11時半から守口市大日町３ノ
４ノ28の公益社守口会館にて執り行われた。

㈱ベアートランスポート（泉南郡熊取町野田２ノ
９ノ26 藤原倉庫㈱内＝泉州支部）会長 藤原誠司
殿、７月28日死去、75歳。葬儀は家族葬にて執り行
われた。

㈱山中運輸（大阪市城東区永田２ノ８ノ２＝東大
阪支部）社長 ご尊父 川井一巨殿、７月23日死去、
77歳。葬儀は７月28日大阪市阿倍野区阿倍野筋４
ノ19ノ115の大阪市立やすらぎ天空間にて執り行
われた。





大阪府自動車交通事故防止実行会
大 阪 府 警 察 本 部 交 通 部

みなさんのご協力をお願いします
カチッとね　ベルトが守る　その笑顔

８月の安全運転実践目標



● 各年の12月末までの確定値
年

区　分 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

件 数 2,000 1,892 1,677 1,879 1,916

死 者 数 21 20 17 22 15

負 傷 者 数 2,514 2,321 1,970 2,207 2,258

● 各年の6月末までの確定値
年

区　分 令和元年 令和２年 令和３年 令和4年 令和 5年

件 数 891 799 855 875 859

死 者 数 7 11 10 7 8

負 傷 者 数 1,073 938 987 1,014 1,039

● 各年の6月中の確定値
年

区　分 令和元年 令和２年 令和３年 令和4年 令和 5年

件 数 149 141 157 168 160

死 者 数 1 1 4 2 0

負 傷 者 数 161 164 174 193 199

事業用貨物自動車の交通事故発生状況

注： 件数は事業用貨物自動車が１当となった事故件数、死傷者数はその事故により生じた
全死傷者数を計上。



（150－1）

通　報 大ト協第１５０号
令 和 ５ 年 ８ 月

各 　 　 　 位

一般社団法人 大阪府トラック協会
会  長　中　川　才　助

大阪府無事故･無違反チャレンジコンテストへの参加と助成について 

（お願い） 
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（22－1）

陸災防通報 陸災防大第２２号
令  和 ５ 年 ８ 月

各　　　　位
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
大阪府支部長　中　川　才　助

交通労働災害防止担当管理者教育講習会 開催のご案内 



（22－2）
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陸災防通報 陸災防大第２３号
令  和 ５ 年 ８ 月

各　　　　位
大阪労働局長・登録講習機関第10号
登録満了日：令和６年１２月２４日
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
大阪府支部長　中　川　才　助

「安全衛生推進者養成講習」 開催のご案内 
 



（23－2）



（25－1）

陸災防通報 陸災防大第２５号
令  和 ５ 年 ８ 月

各　　　　位
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
大阪府支部長　中　川　才　助

 

 

「テールゲートリフター特別教育（学科）」の開催について（ご案内） 
 

 
 

 6  2  1   

 
  

 
  

 

6 601  
2 11 2  

 
 
 

8,800  

FFAX 06 6965 1903  
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